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はじめに

現在私は、大阪経済法科大学の講義で「情報と法」という科目を講義してい

るが、これは実は大変曖味な科目名称である0情報学と法学が絡む学問領域は、

「情報法」と「法情報学」と呼ばれる2種類に分かれているか、この両者はまっ

たく異なるものであるD情報法は、高度情報化社会の発展に伴って任じてくる

法的諸問題を検討するための学問であり、内省的には知的財産系を扱う人と、

憲法から派生して「表現の自由」や「知る健札■からアプローチする人に大別

される。

本学では、2003年度より、大教室での講義科目として、知的財確法を開講し

ているので、い情報と法」の講義では、公法的な情報法学を講じることにして

いるD問題なのは、法情報学を体系的に数える科目が存在していない点である。

筆者は、このような現状に鑑み、低学年の演習科月（演習IB）において、

半期2単位の法情報学を教えるセミを2コマ分開講している。

本稿においては、まず、「法情報学とは何か」という根元的な問からはじめ、

数えるへき内執こついて概観した後、実際の講義内容について報告する。さら

にそのとで、現役受講生の声を紹介し、将来的にあるへき法情報教育の姿につ

いて論ずることとする。

1．法情報学とは何か

法情報学とは、民法や刑法と言った貝体的なは内容を扱う学問領域ではない。
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入学導入期における法情報教育の必酎肘こついて川出）

法律そのものを扱うわけではないという意味で、先述の情報法とは全く対象開

城を異にしている。法律なり法現象が持っメタ情報を取り扱うことを目的とす

る学問領域である。とはいうものの、この「メタ情報」の蝦り扱いは、学者に

よって様相がかなり異なる。

もっとも典型的な法情報学は、松浦好治】）や田島裕2）が扱っている現のものであ

り、アメリカのロースクールで講じられる、”LegalResearchandWrltlng’■に

はぼ相当する。この種の講座では、法律学を学ぶ上で必要な文献や判例なとを

とこからとうやって探してくるのかという観点から講義が展開され、「法的な

情報の集め力」が講義のメイノとなる。

他にも、法的三段論法を論理プロクラミンクの形で表現する試み叶や、法律

に関連する社会現象を、統計学を剛、ることで分析しようとする法情報学の学

派いも存在する。また、サイハーコートや電子ムートの開発を考える系譜㌣も

ある。

筆者が本学のセミで扱った法情報学は、最初に挙げたカテコリーに属するも

のである。つまり、法学情報をとのように見つけ出し、とのように加工するか

という観点からセミを展開した。内容の詳しい一剰ま、後の章に諮る。

2．教える必要性と教えるべき内容

日本の法学教育は、従来、教師の言葉を正しく受け取り、それを効率的に覚

え、試験の時はそれを正確にはき出すことが求められた。しかし、このような

教授システムでは創造性の局し、人材を育てられないばかりか、予備校で受験勉

強瀞ナになった人間が早期に司法試験に合格していくという歪んだ法門育成が

まかり通ることとなった。このようなゆがみの是汗が各方面から求められ、い

わゆる法科大学院改革が始まったわけであるが、今回の法科人学院のカリキュ

ラムについて、惜報学の観点から持筆されるのは、ほとんとの法科大学院で

「法情報学」が必修化されている点である。H分の頑で考え、自分の力で立論

が出来る法曹を養成するというロースクールの趣旨から考えるとこの流れは大

変喜ばしい。
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大学導入師こおける汰情報教育の必要性について（井出）

しかし、□分でリサーチする育HJを持った人材の育成は、何も法科大学院た

けに求められる詣ではないH。学部教臼においても、調査や文章作成能力を持っ

た人材は当然求められるはずである。例えは、都市部における法学部卒業者の

打力な雇用先としては、現在でも浸、律事務所は大きな比重を占めている。法律

事務所の惜報化に関して述へれは、すでに都市郡の法律事務所は、大手でなく

とも、オンラインのチークへ－スを整備し始めている。これは都市部において

は、事預所の家賃が高小ために紙へ－スのリソースをおけないという現実的要

請もあるか、上り丁軽に必要な情報にたとり着けるというチークへ一一ス本来の

意義から、情報資源をテノタル化している傾向がある。

チークベースの検索を実際に行ってみると、法律家の持つ概念をデータへ－

ス上から的確に拾ってくるためには、かなりの熟練を必要とすることが分かる。

今後、弁護⊥寸務所において職員として働く場合、学校教育のとこかで法検索

の技術を身につけていることが望ましいとこえるであろう。このような意味か

ら、私は学部教育における法情報学教盲の必要性を感じ、セミとして提供する

こととなったのである。

また、社会に巣立っ法学郡卒業生は、現実には法的資料集以外にも、インター

ネソトをはじめとする各種の情報リソースから、様々な資料を収集することが

要求されるであろう。地力公務員になれは、他の自治体の惜幸随を検索し、比較

するような能力も妾求されるであろうし、メーカーに就職した場合は、各種の

特許情報を調べる必砦性が山てくるかもしれない。このような問題意識から、

筆者の押1したは情報学の蔵閂では、浸、惜矧こ特化した情報収射こ加え、新聞

検索等の一般的な情報も扱うこととした。

さらに、今回のセミでは、もう一歩踏み込んだ能力の再成を身に付けること

をH槙とした。それは、プレセンテー／ヨン能力の育成である。とんなに素晴

らしい概念を持っており、またいくら上手に情報を集めてきたとしても、それ

を伝える能力がないとうれは、その人の能力や才能は決して見いたされること

はないであろう〔〕これまでの入学教育では、プレゼンテ【ソヨ／能力の育成は

あまり重視されてこなかったが、あえてこの餉域にウェイトを椚いた授業展開

は必要であると考えている。
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入学導入期における法情報教育の必要性について（井山）

3．実際の講義内容

本市では、実際に筆者が展開したゼミの内容を報告する。セミは、顔合わせ

の回を除けば実質11回であるが、一つの項目に2講義分使うこともあり、以下

の回数わけは、あくまで目安であるという点を劉酌されたい。

3．1．プレゼンソフトの操作習得

まずはじめに、パワーポイントの使用方法を教えた。プレゼ／ソフトであれ

ば、何を用いても良いのであるが、普及割合からいって、これを用いさるを得

ない。スライトのめくり方、アニメーシ′ヨンの入れ方、画像の張りカ等基本的

なレヘルから講義し、学生達には「私の高校生活」というタイトルで、自分た

ちの高校生活を語るスライドを作ってもらった。

3．2　プレゼンテーションの実際

前回作成したプレゼンテーションを、壇上で学生達に実演させた。詰め込み

すきたスライドや無意味なアニメーションなとを矯正させると共に、発表の際

の間合いの取り方や、聴衆へのアピール法なとを実地に教えてみた。

3．3．法的メタ情報の抽出1

この国から、いよいよ法学特有の情報処理に入ることとなった。この恒‖ま、

判例が持つメタ的な情報を判例集から抽出し、わかりやすくパワーポイント用

に加工することを目的とした。貝体的には、有斐閣の判例百選に掲載されてい

る判例のうち、低学年でも理解可能な著名判例を教師の側で数什選び、学生各

自に興味のあるものをセレクトさせ、作業に取りかかった。使用した判例は以

Fの通りである。

（D　日産自動帝事件T〕

②　宇奈月乱酔引′t台）

⑨　空気を注射した不能犯事例91
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大学導入期における法情報教育の必要性について（井出）

3．4．法的メタ情報の抽出2

この担＝ま、映像情報からの法的メタテ【夕の抽出を行った。具体的には、

NHKで放送されている「ハラエティ往溝笑百科」10）の、j▲劇を見て、その上で法

的な論点を柚出し、スライトの形に作らせるという指導を待った。まず使用貸

借契約に関する、J劇を見せたあとで、教師作成のスライトの模範を披碍した。

その後で、借地侶家法がらみの、再別を学生に見せ、それぞれがその劇の持っ法

的論点を抽山し、妥当な法規範を定立した後、劇小の事実に当てはめるという

作業を行わせた。

3．5．時事データ検索

これまで講義した法的メタチークの柚山から離れ、この回は、一般的な新聞

検索の技術を教えた。貝体的には、佐賀新聞社のホームページにアクセスして、

佐賀新聞1日の過去ロクを検索する技術を身にィ、jけることを目標とした。佐賀新

聞は、全国で唯、インターネソトで記事の全文検索をHJ能としている新聞社

であり、情報源として大変価値がある。

また、さらに詳細な時事的なテ一夕を欲する学′トのために、日経テレコンの

アクセス〟法も講義した。こちらは百科データへ－スなので、混用することは

出来ないか、丁業系新聞なとの特殊媒体にアクセスするほほ唯一の方法なので、

あえて学生に使い方を教えることとした。

3　6，LEX／DBの実習12）

続いて、法学の個別データの検索手法を講じた。呉体的には、東京から講師

を招き、TKCのLEX／DBの使い方を講演して頂いた。条文から横断的に関

連判例を収集する方法や、ある判例から類似判例を網羅的に集めてくる方法を

学び、学生連は人変興味を持ったようである。

3．7．LEXISの実習▼3）

さらに高度な法情報検索として、アメリカをはじめとする外国判例チークペー
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大学導入期における法惜報教育の必要性について（井山）

スの使い方を学生に学はせた。この回も、東京から専門の講師を招き、講義を

担当して頂いた。使用したデータへ－スはLEXISであるが、学生にとってみ

ると外国語の壁が厚かったようで、検索には苦労していたようである。キーワー

ドを薯Jち込んで検索をするのであるが、この段階でスペルミスがあったために、

なかなか口的の情掛こたどり右けないという状況が数回生じたことを記してお

く。

4．学生の反応

セミとしては、はは毎週課題提出を要求したが、予想していたほと脱落率は

r冒】くなかった。約6割の学／トが最後まで課題を提出し、セミについてきた。

また、講義最終日に、「法律の内容を直接扱わず、調べ方と表現技法だけを

鍛えるセミに意味があるか」という課題でレポートを提出させた。学生の評価

はおおむね好評であった。最後まで課題についてこられた学生だけを対象にし

たレポートなので、高評価は当然ともいえるが、レポートの中で筆者の日を引

いたのは、「習った知識はすくに忘れてしまうけと、調ベガの方法論はなぜか

不思議と忘れない。」という感想であった。今回のセミでは、法情報と時事チー

クを対象とした情報収集力を鍛えたわけだが、一度この種のリテラシーが身に

付いてしまえば、調査の対象が何に変化しても、この能力を応用出来る。信軸

の置けるデータへースと、確度の高いサイトを見つけられさえすれば、方法論

そのものは不変と言えるからである。

反省点もないわけではない。前述までのノステムでセミを展開した結果、

「討論」の要素がなくなってしまった。討論はセミの欠くへからさる要素であ

るものの、残念ながらトとして時間的制約からこの要素を盛り込むことが出来

なかった。その結果として、「セミで友達が出来なかった」と嘆く学生も現れ

たことは、教師として塵慮しなくてほならないと考える。
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大学導入好日こおける法情報教再の必馴侶こついて（井出）

5．今後の課題

前章までの記述をふまえ、今後の諸課題を挙けておきたい。

5．1．科目の連携

現在、多くの大学で資料調査（インターネットの使い方）、文書作成（ワー

ド実習）および発表（パワーポイント実習）の講座は、別個に開講され、その

科目間の連携はない。法科大学院で開講される法情報学も、授業内容自体に統

一的なンラハスは存在しておらず、上述の3つのスキルをとう融合的に指導す

るかという点については、教員達に明確なコンセンサスはないと言える。

しかし、情報を収集し、自分の力でまとめ、発表する能力は本来三位一体の

ものとして捉えられるべきである。したがって、法律学を学ぶとでの基礎的ス

キルとして、資料調査。文書作成・発表の力を総合的に磨くことを意識した
“法情報学”の整備された体系的シラハスの提唱はあって良いはずである。

5．2．学問内容そのものの指導

今回のセミを適して、良い情報を集めてきて、良いレポートやスライトを作っ

た学生は決してコンピュータの前に常に留り付いているような「‾ォタク」的な

草生ではない。法律そのものをよく分かっている学／吊ま、やはり信組性のおけ

る良い情報を集めてきており、その良い情報を使ってわかりやすいレポートと

説得力のあるスライドを作っている。

この事象は、情報教育のあるへき方向陣を′六している。つまり、根幹となる

学問そのものをやっておかないと、インター∵不ットなり、コンピュータなりが

いくら使えたとしても、それは学習のためのスキルではなく、単なる高仙な玩

貝程度の意味しか持たない〔）これは、整備されたデータへ－スより、Webサ

イトを虎に資料収集の対象とする場合により深刻な問題となる。インターネッ

ト上に存在する情報の大部分は、はとんと価値のないいわば「がらくた」のよ

うなものである。また、「がらくた」でなくとも、法律学習者にとって有益な
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入学導入期における法情報教育Ⅵ必要性について（井山）

情報ばかりであるとは限らない。

実際に、脳タヒや安楽死に関する汰学卜のレポートを低学年に課したことがあっ

たが、Googleで検索した場合、トノブペーソに出てくるのほ、ある宗教同体

のペーソであった。Googleは、“ペーンランク竹　という独白のアルゴリスムで、

検索要求のあったキーワートを含んだサイト中で、ペーノヒューの多いものか

ら順に表示していく。したがって、Googleでと位にランクされるサイトが、

必ずしも学習者の要求に沿ったものとは限らないのである。このサイトを利用

する場合、′￥’習者は白分に必要な情報を、自分の能力で吟味する木質的意味で

のリテラシーを必要とするが、これを身に付けるためには、自分の調査日的を

学問的に理解していないと不可能であるといえよう。

5．3．図書館との連携

従来、資料調査は主として図書館で行われていた。それは、媒体が紙を束ね

た「本」に限定されていたからである。しかし、現在はデータのマルチメディ

ア化が進み、CD、DVD、そしてwebというように、情報は物質性から解放

されつつある。したがって、情報収集における図書館の役割は相対的に低下し

ているように思われるかもしれないが、この論理には入善な落とし穴がある。

前節の5．2．で述べたように、質料調査をしている学生は、調べた質料の

価値そのものを分かっているとは限らない。その場合、収集資料の意味や資料

収集の方向性を指し示してくれる指導者が必要となる。もちろん、拒当教員が

協力するのは当然であるが、質料収集についてのプロとして、入学にはライフ

ラリアンが配置されている。学生がライフラリアンに対して、恒常的にアドハ

イスを求められるような体制を懲えることは大切である。

この観点からすれば、凶書館と端子ネットワーク機器の関係は、切っても切

れないものとなり、より高次の視点から図書館のメディアセンター化が望まれ

ることとなる。



大学導入期における法情報教育の必要性について（井出）

6．終わりに

「法情報学」という科目の必要性は、法科大学院を中心に意識されっっある

が、その教育内容は、末だ推定していない0しかし、瀞卜大学院の開講は、迫っ

ており、貝体的な教育内容の提示が求められている。また、学郡教育において

も、法情報のリサーチやプレセ／テーションは、つけておくへきスキルである。

本稿が、これらの論ノ丘を考える上で、何らかの参考とされるのであれば、筆者

としては望外の喜びである。
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大学導入期における法情報教育の必要性について（井出）
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